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本日 内容本日 内容■■本日の内容本日の内容

れまで 経緯1．これまでの経緯

諸 度2．諸外国におけるRIA制度

3．諸外国におけるRIAの質の確保のための取り組み

4．本日のまとめ ～我が国に対する示唆

質問はその場で
5．質 疑

質問はその場で

もしくはE-mailで どうぞ
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11．これまでの経緯．これまでの経緯
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導 推移導 推移■■RIARIA導入国の推移導入国の推移 日日 本本
試行開始試行開始 2004.102004.10
本格実施本格実施 2007.102007.10

豪豪 州州

米米 国国 英英 国国

豪豪 州州

米米 国国 英英 国国
ＥＥ ＵＵ
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本 対す 「外本 対す 「外■■日本に対する「外圧」日本に対する「外圧」

○○19971997年年1212月月 OECDOECD『『RIARIAﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾚﾎﾟｰﾄﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｸﾃｨｽﾚﾎﾟｰﾄ』』

– 米・英・カナダ・豪州のRIA制度を紹介。

○○19991999年年44月月 OECDOECD『『対日規制改革審査報告書対日規制改革審査報告書』』○○19991999年年44月月 OECDOECD『『対日規制改革審査報告書対日規制改革審査報告書』』

– 加盟国の4分の3がRIAを利用しており、変化は全体的にRIAの原理
の利用を洗練し、強化し、拡大する方向へ向かっている。OECDの

プベストプラクティスに基づき、全ての規制新設・改正に対し、段階
的なRIAプログラムを政府横断的に導入すべきである。

○○20042004年年77月月 OECDOECD『『対日規制改革ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査報告書対日規制改革ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ審査報告書』』

– RIAはOECD諸国において、規制の質を確保するための最も重要か
つ一般的に使用されている手法である 日本では本年3月の閣議決定つ 般的に使用されている手法である。日本では本年3月の閣議決定
に本件が盛り込まれたが、RIAはOECDのベスト・プラクティスに
基づいて実施されるべきである。
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本 は本 は 価法成立時価法成立時■■日本では？日本では？ ～～ 評価法成立時評価法成立時

• 2001年1月 政策評価各府省連絡会議了承
『政策評価に関する標準的ガイドライ 』『政策評価に関する標準的ガイドライン』

• 2001年6月 法律公布（2002年4月施行）
『行政機関が行う政策 評価に関する法律』公布『行政機関が行う政策の評価に関する法律』公布

• 規制については「公共事業」「研究開発」「ODA」に続く第4の
事前評価義務付け分野として従来から注目されてきたが、事前評
価（政策効果等の予測が必要）の要件として 評価手法が開発さ評価手法が開発さ価（政策効果等の予測が必要）の要件として、評価手法が開発さ評価手法が開発さ
れていることれていることを規定しているために、義務付け分野として見送ら
れた経緯あり。

• 2001年12月 閣議決定
『政策評価に関する基本方針』

• 義務付けられた政策以外のものであっても･･･手法等に関する研義務付けられた政策以外のものであっても 手法等に関する研
究・開発を積極的に進め、･･･実施時に向けて取り組むものとす
る。･･･規制に係る政策評価規制に係る政策評価については、･･･積極的な実施に向け
て取り組むものとする。
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■■日本では？日本では？ ～～ 評価法改正時・規制改革の流れととも評価法改正時・規制改革の流れととも

• 2004年3月19日 閣議決定
『規制改革・民間開放推進3か年計画』

■■日本では？日本では？ 評価法改正時 規制改革の流れととも評価法改正時 規制改革の流れととも
にに

『規制改革 民間開放推進 か年計画』
※各府省は、16年度から規制影響分析（RIA）を試行的に実施。
※評価手法の開発された時点で評価法の枠組みの下で義務づけ評価法の枠組みの下で義務づけ。

• 2004年7月22日 総務省
『規制に関する政策評価の手法に関する調査研究会・報告書』『規制に関する政策評価の手法に関する調査研究会 報告書』

• 2004年8月13日 内閣府事務連絡
『規制影響分析の試行的実施に関する実施要領』

※同年10月1日より試行開始。 33年間で年間で1313府省が府省が

• 2005年11月30日 総務省
『規制の政策評価に関する研究会・中間報告』

• 2006年3月31日 閣議決定

33年間で年間で1313府省が府省が

247247件の試行件の試行RIARIA

• 2006年3月31日 閣議決定
『規制改革・民間開放推進3か年計画（再改訂）』

※総務省は2007年度中に評価法の枠組みの下で義務づけ評価法の枠組みの下で義務づけ。

• 2007年3月30日 閣議決定
『『 価法施行令 部改価法施行令 部改 』『』『基本方針 部変基本方針 部変 』』『『評価法施行令の一部改正評価法施行令の一部改正』『』『基本方針の一部変更基本方針の一部変更』』

※※同年同年1010月月11日より本格実施（日より本格実施（評価法の枠組みの下で義務づけ評価法の枠組みの下で義務づけ））

• 2007年8月24日 政策評価各府省連絡会議了承
『規制の政策評価の実施に関するガイドライン』
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『規制の政策評価の実施に関するガイドライン』
• 2007年9月28日 総務省

『規制の政策評価に関する研究会・最終報告』



22．諸外国における．諸外国におけるRIARIA制度制度
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米国米国11．米国．米国

■経緯■経緯
• 1971年 ニクソン政権下の取組（QOL Review）が端緒

• 1981年 レーガン政権下で制度化（大統領令12291）

• 1993年 クリントン政権下の制度（大統領令12866）が現在に至る

■評価対象となる規制 ＝ 年間70～100件■評価対象となる規制 年間70 100件
•• 年間年間11億ドル以上の経済的な影響億ドル以上の経済的な影響がある規制

• 規制策定予定1年前に『規制計画Regulatory Plan』をRIA制度所管
官庁（OMB）に提出し、各規制が評価対象となりうるかどうかを
双方で確認する。双方で確認する。

・最もRIAの歴史の長い国。22段階で評価段階で評価を要請。
・各省庁が官庁エコノミストを擁し、経済学的分析をバック
グ ウ ドと た 事例が多数存在
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グラウンドとしたRIA事例が多数存在。
・事前審査を行うOIRA側にも経済学のPh.Dが多数在籍。



議会ＯＩＲＡ規制所管府省国民・事業者等

規制計画の作成
(Regulatory Plan)

検討
１０  日以内

この段階で利害関係者等
との協議を推奨

【 】EO12866 §6(a) 

提出

回答

提案段階規制案　　
（ ） Proposed Rule  　　

ＲＩＡ提案段階   　の
検討・作成

公式審査
修正なし同意

提出

非公式審査
（ ） 相談 を推奨

提案段階規制案　
ＲＩＡ提案段階   の

官報公示

修正なし同意
修正あり同意
差し戻し　　
９０  日以内

回答■パブコメに出す前
Proposed Rule 

■パブ メに出した後（意見反映済） Notice of Proposed
Rulemaking

パブリックコメント
６０  日以上

最終段階規制案　　

開始

終了

非公式審査
（ ） 相談 を推奨

■パブコメに出した後（意見反映済）
Final Rule

（ ） Final Rule 　　　

ＲＩＡ最終段階   　の
検討・作成

※パブコメ結果反映含む 提出

公式審査
修正なし同意
修正あり同意

最終段階規制案　
ＲＩＡ最終段階   の

官報公示

議会審議（ ）両院司法委員会

回答

６０発効から  日以上前に
ＧＡＯ両院・   に提出

３０発効から  日以上
前に公示開始

差し戻し　　
９０  日以内
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議会審議（ ）両院司法委員会 

６０  日以内
（※議会審査法 Congressional
） 。Review Act に基づく 

上記期間を超えると自動発効

発　　効

「 Code of Federal
」Regulation に規制登録

発行後も司法手続により
規制再審査請求可能



英国英国22．英国．英国

■経緯■経緯
• 1985年「規制緩和イニシアチブ」により遵守費用分析が導入

• 1998年 ブレア首相声明に基づき制度化

• 2007年 制度改正（①政策形成過程の初期段階からの実施、②分析の質の向上＜費用・

便益の定量化、代替案の比較考量）、③分析結果のわかりやすさの確保）

評価対象となる規制 年間 件■評価対象となる規制 ＝ 年間150～200件
• 公共・民間セクター、中小企業等に相応の影響を及ぼしうる規制

• 議会開催1年前に『立法計画Legislative Programme』に規制法案
を事前登録する必要あり。

・RIAの歴史の長い国。33段階で評価段階で評価を要請。
・以前は定性的分析が主体であったが、近年各省庁がエ

を擁すよう なり 定量的分析 割合も増加
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コノミストを擁すようになり、定量的分析の割合も増加。
・制度改正で「規制」の評価から「政策全般」の評価へ。



■素案段階 Initial RIA
■パブコメ前 Partial RIA

ブ 後■パブコメ後 Full RIA （最終案）
■大臣サイン Final RIA （確定版）
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豪州豪州33．豪州．豪州

■経緯■経緯
• 1995年「競争原則についての合意」が連邦･州･地方政府間で署名

• 1997年 ハワード首相声明に基づき制度化

• 2005～6年 制度改正（①費用便益分析・リスク分析の強化、②ビジネスコスト計算

の全面制度化、③事前審査機能の強化）

評価対象となる規制 年間 件■評価対象となる規制 ＝ 年間100～200件
• 産業界に直接的影響・重大な間接的影響、競争制限を及ぼす規制

• 規制案の詳細な作成前に、RIAの作成が必要となる規制かどうかを
RIA制度所管官庁（OBPR）に対して個別に確認。

・ RIAの歴史は浅いが、「遵守費用」と「競争影響」の双方
の分析を当初から視野に入れた制度。
予備審査段階（ ）を通じ 予想

©2008 Masamichi, TAKASAKI 13

・予備審査段階（Preliminary Assessment）を通じて予想
した影響の規模に応じ、その後の分析の深度が異なる。



■重大 RIS＋BCC
（遵守費用有 and/or 競争影響有）（遵守費用有 競争影響有）

■遵守費用有 BCC
■全ての規制 BCC簡易計算
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ＥＵＥＵ44．ＥＵ．ＥＵ

■経緯■経緯
• 1986年の事前評価制度、90年代の各セクター別評価制度が下地

• 2003年 上記評価制度を統合する形で「影響評価」が制度化。

2002年の欧州委員会通達、2005年のガイドラインが実施根拠。

• 2006年 制度改正。

■評価対象となる規制 ＝ 年間100件

• 年次優先事項を整理する「作業プログラム」に掲載される政策全て
がが対象。規制案のみならず、経済的・社会的・環境的なインパクト
を伴いうる政策案が評価対象となる。

• 2006年の制度改正により、作業プログラム非掲載政策を、ＲＩＡ2006年の制度改正により、作業プログラム非掲載政策を、ＲＩＡ
制度所管機関の勧告をベースに評価要請可能に。

・規制に限定しない幅広い評価の取組は、後に英国等へ
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規制に限定しない幅広い評価の取組は、後に英国等
と普及。



33 諸外国における諸外国におけるRIARIAのの33．諸外国における．諸外国におけるRIARIAのの
質の確保のための取り組み質の確保のための取り組み
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質 確保 ため 取り組み 全体像質 確保 ため 取り組み 全体像■■質の確保のための取り組み・全体像質の確保のための取り組み・全体像

機能・時期・概要 実施主体

事前

①規制影響分析

規制の導入・改廃等の際、規制によって生じる費用と便益を
可能な限り定量的に分析するもの。利害関係者との合意形成を
図る

規制所管省庁

事前
段階

図る＜規制所管省庁内の品質管理プロセスを経ることが多＞＜規制所管省庁内の品質管理プロセスを経ることが多＞。

②②規制影響分析の規制影響分析の「事前審査」「事前審査」 急務急務
規制所管省庁が実施したRIAを、規制策定過程内で審査する 第三者的機関

もの。規制所管省庁と評価制度所管省庁等第三者的立場にある
機関との意見交換等を通じて、RIAの質・内容が改善される。

第三者的機関

③③規制影響分析の規制影響分析の「メタ評価」「メタ評価」

事後
段階

規制所管省庁が実施したRIAを、規制策定後に審査するもの

個別の審査結果を基に横断的な分析を行い、共通的な課題を導
き出すことにより、RIAの全体的な質の向上を図る。

第三者的機関

段階
④④規制政策の規制政策の「モニタリング・事後評価」「モニタリング・事後評価」

規制が導入されてから一定期間経過後、規制の遵守状況や有
効性（想定した成果を実現したか）等を評価するもの。当該規
制の運用の改善を図り その在り方を分析する

規制所管省庁
＆

第三者的機関
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制の運用の改善を図り、その在り方を分析する。



規制 事前審査機能規制 事前審査機能 規制改革会議 意規制改革会議 意

□□中間とりまとめ－年末答申に向けての問題提起（平成中間とりまとめ－年末答申に向けての問題提起（平成2020年年77月月22日）日）

■■規制の事前審査機能規制の事前審査機能 ～規制改革会議の意見～規制改革会議の意見

• RIAについて、①規制を新設する府省による自己評価のみとなっている

こと、②事前評価書の公表のタイミングが遅いこと等の問題点を指摘。
第三者チェック機能（いわゆる『『事前審査機能事前審査機能』』）の必要性を主張。第三者チェック機能（いわゆる『『事前審査機能事前審査機能』』）の必要性を主張。

･･･骨太の方針により、年末までに結論を得ることに

《《規制改革会議が主張するポイント規制改革会議が主張するポイント》》

• 【誰が？誰が？】個別の規制を所管しない機関がその実施に当たることが適当

• 【何を？何を？】RIA義務付け対象（法律・政令）以外も含めることが望ましい• 【何を？何を？】RIA義務付け対象（法律 政令）以外も含めることが望ましい

• 【いつ？いつ？】規制内容について変更が可能な段階（閣議決定等の少なくとも数か

月以上前）で予備的な第三者チェックを行う等、一定の工夫が必要

【ど ように？ど ように？】• 【どのように？どのように？】

○導入しようとする規制が必要最小限で合理性があるか

○RIAの適正性が確保されているか ／等
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保 等

我が国に先行する諸外国ではどうなのか？我が国に先行する諸外国ではどうなのか？



本 は本 は 昔か 制度自体はあ昔か 制度自体はあ

• 1987年11月 各省庁許認可等検討会議申合せ

■■日本では？日本では？ ～～ 昔から制度自体はある昔から制度自体はある

『許認可等の新設審査及び定期的見直しについて』

• 1994年2月 閣議決定1994年2月 閣議決定

『今後における行政改革の推進方策について』

※各府省は、規制の新設について･･･審査の充実。

※内閣法制局、総務庁行政管理局及び大蔵省主計局は、規制

の新設についてそれぞれの所掌事務に基づき厳格な審査。

○規制緩和の流れを受けて開始した『『規制の新設審査規制の新設審査』』。

○これ以降 『規制緩和推進計画（平成7 9年度）』『規制緩和推進3か○これ以降、『規制緩和推進計画（平成7～9年度）』『規制緩和推進3か

年計画（10～12年度）』『規制改革推進3か年計画（13～15年度）』

『規制改革・民間開放推進3か年計画（16～18年度）』『規制改革推進の

ための か年計画（ 年度 ）』に引き継がれ 現在に至る
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ための3か年計画（19年度～）』に引き継がれ、現在に至る。



米国米国 による事前審査による事前審査11．米国．米国 ～～OMB/OIRAOMB/OIRAによる事前審査による事前審査

■誰が？
• 大統領府に属する行政管理予算庁の情報・規制問題担当室（OMB/

OIRA）が事前審査を実施。

人 専門家• OIRAの常勤スタッフは46人。ほとんどがPh.Dを有する専門家。
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■何を？何を？
• 毎年2,000～3,000件策定される規制のうち、

－OIRAにより審査される規制 500～700件/年

－うち、RIA作成の義務づけ規制 7070～～100100件件//年年
（年間1億ドル以上の経済的な影響がある規制）

• 「数（処理件数）」と「質（指摘内容）」とは反比例する？？数（処理件数）」と 質（指摘内容）」とは反比例する？？
審査
件数
<A>

府省
取下げ
<B>

差戻し

<C>

差戻・府省
取下率
(B+C)/A

年

2,790 50 45 3.4% 1981

2,637 31 56 3.3% 1982

2,483 40 32 2.9% 1983

修正なし同意 修正あり同意 府省が取り下げ 差し戻し その他

2,112 52 58 5.2% 1984

2,213 67 34 4.6% 1985

2,011 56 29 4.2% 1986

2,315 60 10 3.0% 1987

2,362 57 29 3.6% 1988

2,220 61 29 4.1% 1989

審査件数2,000～3,000件
（スタッフ数は90人）

OIRAの指摘の2,138 54 21 3.5% 1990

2,523 70 28 3.9% 1991

2,286 105 9 5.0% 1992

2,167 130 9 6.4% 1993

831 36 0 4.3% 1994

620 32 3 5.6% 1995

507 26 0 5.1% 1996

OIRAの指摘の
割合増加

507 26 0 5.1% 1996

505 26 4 5.9% 1997

487 15 0 3.1% 1998

587 18 0 3.1% 1999

583 23 0 3.9% 2000

700 154 18 24.6% 2001

669 51 5 8.4% 2002

John Grahamの
OIRA長官就任年審査件数500～700件

（スタッフ数は50人）
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715 49 2 7.1% 2003

627 41 1 6.7% 2004

611 40 1 6.7% 2005

600 22 0 3.7% 2006

589 37 1 6.5% 2007

0% 20% 40% 60% 80% 100%



■いつ？ 議会ＯＩＲＡ規制所管府省国民・事業者等い ？
規制計画の作成
(Regulatory Plan)

検討
１０  日以内

この段階で利害関係者等
との協議を推奨

【 】 EO12866 §6(a) 

提出

回答

○第1段階

「規制計画」上の審査

提案段階規制案　　
（ ） Proposed Rule  　　

ＲＩＡ提案段階   　の
検討・作成

公式審査
修正なし同意

提出

非公式審査
（ ） 相談 を推奨

第1段階の審査

○第2段階

「提案段階規制案・同RIA」の

審査

提案段階規制案　
ＲＩＡ提案段階   の

官報公示
N i f P d

修正なし同意
修正あり同意
差し戻し　　
９０  日以内

回答

第1段階の審査

審査

○第3段階

「最終段階規制案・同RIA」の
Notice of Proposed

Rulemaking

パブリックコメント
６０  日以上

最終段階規制案　　
（ ）Fi l R l

開始

終了

非公式審査
（ ） 相談 を推奨

審査

（ ）Final Rule 　　　

ＲＩＡ最終段階   　の
検討・作成

※パブコメ結果反映含む 提出

公式審査
修正なし同意
修正あり同意
差し戻し

第1段階の審査

最終段階規制案　
ＲＩＡ最終段階   の

官報公示

議会審議（ ）両院司法委員会

回答

６０発効から  日以上前に
ＧＡＯ両院・   に提出

３０発効から  日以上
前に公示開始

差し戻し　　
９０  日以内

©2008 Masamichi, TAKASAKI 22

議会審議（ ）両院司法委員会 

６０  日以内
（※議会審査法 Congressional Review
） 。Act に基づく 

上記期間を超えると自動発効

発　　効

「 Code of Federal
」Regulation に規制登録

発行後も司法手続により
規制再審査請求可能



■どのように？■どのように？
• チェックリストはないが、概ね以下の項目（大統領令）で審査。

【規制の目的】 ＝取り組もうとする問題、当該問題の重要性の明確な記述

【費用・便益の分析】 ＝最も費用対効果の優れた方法で規制を設計

＝費用・便益の評価、便益が費用を正当化することの合理的判断

【代替案との比較考量】＝規制の代替案の検討

＝規制の代替案の特定、評価

【コンサルテーション】＝意見聴取機会・パブリックコメント期間の確保

• 審査権限は「規制案」と「RIA案」の双方に及んでいる。したがって、
評価評価の質・良し悪しの質・良し悪しのみならず、規制規制の質・良し悪しの質・良し悪しについても審査。

• 審査プロセスで、各府省と各府省とOIRAOIRAの担当者は頻繁に非公式での協議の担当者は頻繁に非公式での協議を行
う。それを踏まえ、OIRAによる審査結果の提示は以下のパターン。

【修正なし同意】各府省の「当初原案」のままで了承

【修正あり同意】やりとりを通じて修正した各府省の「修正案」で了承

【差し戻し】 やりとりを通じても各府省が修正に応じない等の場合。やり直し通達
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英国英国 による事前審査による事前審査22．英国．英国 ～～BERR/BREBERR/BREによる事前審査による事前審査

■誰が？
• ビジネス･企業･規制改革省（BERR）に属する規制改善局（BRE）

が事前審査を実施 ＜2007年以前は内閣府に所属＞。

各省庁との接点を有するチ ムはそれぞれ44 88人人 ×× 55チ ムチ ムで構

 

• 各省庁との接点を有するチームはそれぞれ44～～88人人 ×× 55チームチームで構

成。公務員・民間人の混成スタッフで、最近は経済的バックグラウ
ンドを持つ者の採用も増えている。

• 厳格な審査というよりは

各省庁との『『直接的な対直接的な対

話話』』を重視話話』』を重視。

刑事司法・教

育・保健医療サ
ービス担当 

運輸・安全・第

3 セクター担
当 

環境・コミュニ

ティ担当 
企業担当 E U 担当 インパクト評

価チーム 
横断ユニット 
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内務省 
教育科学省

保健省 

運輸省 
健康安全局

食料安全庁
第 3 ｾｸﾀｰ庁

内閣府 

環境・食料
地方問題省 
環境庁 

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ 
地方自治省 

貿易産業省
財務省 
統計庁 
国税庁 

外務省 

各省庁との接点



• 2004年 内閣設置委員会として『規制アカウンタビリティパネル』を• 2004年 内閣設置委員会として『規制アカウンタビリティパネル』を

設置。首相をヘッドとする閣僚級会議において、主要な規制案（20万￡超

の費用が発生するもの等）について、各省庁に説明を要請し、その内容（規制規制
の質の質）を審査するスタイルにの質の質）を審査するスタイルに。

政府部内の規制の審査権限を、政治の高次レベルで集約することを意図政府部内の規制の審査権限を、政治の高次レベルで集約することを意図。

• 2003年以降『会計検査院』が内閣府長官の要請に基づき サンプリン• 2003年以降『会計検査院』が内閣府長官の要請に基づき、サンプリン
グした各省庁のRIAの内容（評価評価の質の質）についてメタ評価を毎年実施。

BREは、①規制アカウンタビリティの事務局的立場であり、かつ、②NAOとの連携
も緊密である。

これら、政府部内の規制ガバナンスに係る分担構造規制ガバナンスに係る分担構造の中で、各省庁の規制案・RIA案

を一定に保つ役割を果たすべく、各省庁との『直接的な対話（非公式での折衝）直接的な対話（非公式での折衝）』
を志向するようにな たのではないか？

■何を？

を志向するようになったのではないか？

■何を？
• 毎年2,000件策定される規制のうち、

－RIA作成の義務づけ規制 150150～～200200件件//年年
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RIA作成の義務づけ規制 150150 200200件件//年年
（事業者等に対する影響が僅少、料金改定などを除く）



■いつ？い ？

○第1段階 ＜パブコメ前＞

「Partial RIA」の審査

○第2段階 ＜パブコメ後＞

「Full RIA」の審査「Full RIA」の審査

※閣内合意。政府案として成立
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■どのように？ ～NAOのメタ評価のケース■どのように？ ～NAOのメタ評価のケ ス
• 6分野30項目のチェック項目（BREとの間でも合意）

– 1．RIAプロセスはうまく管理されていたか?
– 2．コンサルテーションは有効であったか?
– 3．費用と便益を完全にかつ現実的に算定したか（assess thoroughly and realistically）?
– 4 RIAは 規制遵守水準を現実的に評価したか（ li ti ll   li ）?– 4．RIAは、規制遵守水準を現実的に評価したか（realistically assess compliance）?
– 5．規制は、効果的に導入され、モニタリングされ、評価されるか?
– 6．RIAは規制が競争に与える影響を加味していたか?
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豪州豪州 による事前審査による事前審査33．豪州．豪州 ～～PC/OBPRPC/OBPRによる事前審査による事前審査

■誰が？

• 財務省に属する生産性委員会の
規制ベストプラクティス室（PC/
OBPR）が事前審査を実施OBPR）が事前審査を実施。

• 生産性委員会のスタッフのうち、
規制審査活動（regulation review 

activities）に従事しているスタッフ
は17.9人。予算規模は280万豪
ドル（約2億2千万円）。
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■何を？ ／ いつ？何を？ ／ い ？
• 毎年2,000件策定される規制のうち、

－RIA作成の義務づけ規制 100100～～200200件件//年年
（産業界に直接的影響・重大な間接的影響、競争制限を及ぼす規制）

• 規制案の詳細な作成前に、RIAの作成が必要となる規制かどうかを
対 個 確 プ を経 遵守OBPRに対して個別に確認するプロセスを経る。OBPRはその遵守

率を毎年モニタリングしている。

2000-1 2001-2 2002-3 2003-4 2004-5 2005-6 2006-7

導入された規制 1,607 1,918 1,789 1,688 2,630 2,646 2,338

RIA作成

－RIA作成が必要かどうかについての 740 709 861 845 851 948 780ORRへの問い合わせ件数
740 709 861 845 851 948 780

－うち、ORRによってRIA作成が必要で
あると助言した件数

171 175 132 169 134 128 163

議会提出、もしくは効力を発した規制議会提出、もしくは効力を発した規制

－RIA作成が必要である規制 157 145 139 114 85 96 81

－実際にRIAが作成された規制 133 130 120 109 71 79 72
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○第1段階「確認」フェーズ

・RIAの作成が必要か？

問題の特定、目指すべき目標明確化

「規制」を1つの選択肢として提示

○第2段階「審査」フェーズ

・RIAの内容は要請基準を 確認確認

ORRがRISは
不要で

あると判断

政府機関は「RISガイドライン」を参
照し、ORRと政策形成過程の早期に
接触し、RISが必要かどうかを判断

満たしているか？ フェーズフェーズ
あると判断

政府機関は

接触し、RISが必要かどうかを判断

ORRがRISは必要であると判断

従来は「外形審査」主体 規制案を
立案

政府機関は規制により影響を受ける集
団等と協議、RISに組み込まれる
コンサルテーション文書を準備

政府機関は S案を準備

• 従来は「外形審査」主体。

• 2005～6年の制度改正により、

確認フェーズにおいて、予想さ
れる影響の規模を確認 その多

審査審査
ズズ

ORRはRIS案

の改善助言等
を提供

政府機関はRIS案を準備

ORRはRIS案を受取

れる影響の規模を確認。その多
寡に応じ、その後の分析の深度
が異なるようになった。

□重大 RIS＋BCC フェーズフェーズ
ORRは当該RIS案が要請事項
を満たしていることを確認

□重大 RIS＋BCC
（遵守費用有and/or競争影響有）

□遵守費用有 BCC
□全ての規制 BCC簡易計算
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最終版RIS案の確定
□全ての規制 BCC簡易計算



■どのように？■どのように？
• RIAに要請される7つの基準をガイドライン上で提示。

1．問題（problem）

•対応する必要のある根本的な問題を明確に説明すべきである。

2．目的（objectives）

•政府の活動の目的、成果、ゴール、達成目標を説明すべきである。政府の活動の目的、成果、 ル、達成目標を説明す きである。

3．選択肢（options）

•適切かつ実現性のある選択肢――非規制的手段、自己規制、共同規制を含む――を明
らかにすべきである。らかにす きである。

4．影響分析（impact analysis）

•現実的な選択肢に関する費用・便益についての十分な分析を提示すべきである。

5 コンサルテーション（consultation）5．コンサルテーション（consultation）

•RIS内で報告されるコンサルテーションは、政府のベストプラクティス原則やコン
サルテーション政策に合致したものである。

6 結論と望ましい選択肢（conclusion and recommended option）6．結論と望ましい選択肢（conclusion and recommended option）

•望ましい選択肢とその理由に対して、明確に説明すべきである。

7．導入と見直し（implementation and review）
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•望ましい選択肢がどのように実行、監視、見直しされるのか、という点についての
情報を記載すべきである。



• 審査権限として、RIAの分析に関する遵守基準（＝評価の質評価の質）の確認を

行うのであって、規制の成果の有無や代替案の是非（＝規制の質規制の質）の検
ガ討は行わないことを、2006年ガイドライン上で明記。

• したがってOBPRは、連邦政府機関が行った政策判断の妥当性を保証す
るわけでもない。かつ、RIAの分析の正確性や厳格性についても、最終るわけでもない。かつ、RIAの分析の正確性や厳格性についても、最終
的には連邦政府機関側が全面的な責任を負うこととしている。

• 審査プロセスで、最終案として正式に提出されるまでは、各府省への各府省への
OBPROBPR担当者の役割は担当者の役割は『『助言・フィードバック助言・フィードバック』』

• 最終案として提示された後、OBPRが「評価の質評価の質」に問題があると判断最終案として提示された後、OBPRが「評価の質評価の質」に問題があると判断
した場合、内閣官房（首相・閣僚）に対してその旨を報告。

•• 最終案最終案 <<評価の質＋規制の質評価の質＋規制の質> > を了承するかどうかの判断は内閣官房にを了承するかどうかの判断は内閣官房に
委ねられる委ねられる委ねられる。委ねられる。
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44 本日のまとめ本日のまとめ44．本日のまとめ．本日のまとめ
～我が国に対する示唆～～我が国に対する示唆～
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掲掲 規制 事前審査機能規制 事前審査機能 規制改革会議 意規制改革会議 意

• 【誰が？誰が？】個別の規制を所管しない機関がその実施に当たることが適当

■■再掲■再掲■ 規制の事前審査機能規制の事前審査機能 ～規制改革会議の意見～規制改革会議の意見

• 【何を？何を？】RIA義務付け対象（法律・政令）以外も含めることが望ましい

• 【いつ？いつ？】規制内容について変更が可能な段階（閣議決定等の少なくとも数か

月以上前）で予備的な第三者チェックを行う等、一定の工夫が必要月以上前）で予備的な第三者チェックを行う等、 定の工夫が必要

• 【どのように？どのように？】

○導入しようとする規制が必要最小限で合理性があるか

○RIAの適正性が確保されているか ／等○RIAの適正性が確保されているか ／等

我が国に先行する諸外国ではどうなのか？我が国に先行する諸外国ではどうなのか？
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誰が？誰が？ ど ように？ど ように？■■誰が？誰が？ & & どのように？どのように？

各国とも 以下 ２ 側面が存在• 各国とも、以下の２つの側面が存在。
・「規制の質規制の質」の確保・向上･･･過剰・不必要な規制を排除

・「評価の質評価の質」の確保・向上･･･RIAの分析水準を一定程度に確保「評価の質評価の質」の確保 向上 RIAの分析水準を 定程度に確保

• 従来からの「規制改革推進機関規制改革推進機関」が、一定の権限に基づき、

各省庁のRIAの「評価の質評価の質」の事前審査もも行っている。

・米国OIRA ＝行政管理予算庁（大統領府）

・英国BRE ＝ビジネス・企業・規制改革省

・豪州OBPR ＝財務省 生産性委員会
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• 事前審査実施機関が有する直接的権限は、RIAの記載事項・
分析内容の十分性――評価の質評価の質――を審査することであって、
規制そのものの是非――規制の質規制の質――を問うことではない（その規制そのものの是非――規制の質規制の質――を問うことではない（その

例外は米国OIRA）。

仮に評価の質に問題のあるケ スは 政府の最高意思決定権• 仮に評価の質に問題のあるケースは、政府の最高意思決定権
限を有する者が統括する組織・機関にその審査結果を報告す
ることで、その後の規制の成立可否の判断 <<評価の質＋規制評価の質＋規制
の質の質 の判断の判断>> を政治に委ねる形が一般的。
・英国 ＝ 規制アカウンタビリティパネル（首相をヘッドとする委員会）

・豪州 ＝ 内閣官房（首相・閣僚）・豪州 ＝ 内閣官房（首相・閣僚）

○ 規制改革推進機関としての「規制改革会議」

○ 政策評価制度を所管する 「総務省行政評価局」○ 政策評価制度を所管する 総務省行政評価局」

○ 規制の新設審査を行う 「内閣法制局」「総務省行政管理局」等

誰が「評価の質」と「規制の質」をチ クし かつ判断しうるのか？
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誰が「評価の質」と「規制の質」をチェックし、かつ判断しうるのか？

権限を割り当て、規制ガバナンスを分担し、全体として目的を達成しうるか？



何を？何を？■■何を？何を？

• 確かに、法律・政令のみならず、全ての規制を対象としうる
あれば『理想的』のであれば『理想的』。

• ただし『現実的』に考えれば 一審査機関で処理しうる件は• ただし『現実的』に考えれば、 審査機関で処理しうる件は
限られてくる。審査の質と量とはトレードオフ審査の質と量とはトレードオフの側面あり。
－米国 ：70～100件 vs Ph.Dホルダー50人

英国 件 人× チ ムの各省担当チ ム－英国 ：150～200件 vs 4～8人×5チームの各省担当チーム

－豪州 ：100～200件 vs 17.9人
（制度改正前。外形審査主体だった）

審査に対して、 どのような内容を、どのようなレベルで求めるか？

審査を行う規制を、 どのぐらいの数で想定するか？

ずれに も 審査機関 体制を新規に手当 なければ対応は困難
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いずれにしても、審査機関の体制を新規に手当しなければ対応は困難。



い ？い ？■■いつ？いつ？

• 各国とも、規制策定過程の早期段階において、審査機関が何らかの
形で関与 概ね以下の2回を行うようなイメ ジ形で関与。概ね以下の2回を行うようなイメージ。

－パブコメ「前」 国民等に問う案。

－パブコメ「後」 国会提出 閣議決定前 政府としての最終案パブコメ「後」 国会提出、閣議決定前。政府としての最終案。

• これらの制度は、RIA制度（≒評価制度）単独で成立しているので
はなく、行政手続法（administrative procedure act）、議会審議・立法
プロセス上の要請等、他の手続制度を根拠として成立している。

• 厳格な「審査」プロセスの【形】ではなく（とは別に）、各省庁と審
査機関との間の「非公式対話」プロセスという【実】については、
比較的柔軟に実現 対応可能ではないか？比較的柔軟に実現・対応可能ではないか？
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ど よど よ■■どのように？どのように？ ～審査機関における指摘の傾向～～審査機関における指摘の傾向～

• 米国/OIRA・英国/NAO・EU/IABの（事前）審査の観点を整理すると概ね

構造 集約以下の構造に集約。※NAOは事後段階でのメタ評価

米国/OIRA
大統領令12866

英国/NAO
メタ評価の6観点

EU/IAB
審査の3観点―大統領令12866― ―メタ評価の6観点― ―審査の3観点―

規制の規制の
目的目的

取り組もうとする問題、当該問題
の重要性の明確な記述（大統領令
12866第1条（b）（1））

1 RIAプロセスはうまく管理されていたか?
規制の目的は明確であったか? 
各省庁は問題を明確に定義したか?

基準への適合性
分析深度の適切性
分析・データの信頼性

最も費用対効果の優れた方法で規 3 費用と便益を完全にかつ現実的に算定したか

費用･便益費用･便益
の分析の分析

最も費用対効果の優れた方法で規
制を設計（大統領令12866第1条
（b）（5））

費用・便益の評価、便益が費用を
正当化することの合理的判断（大
統領令12866第1条（b）（6））

3 費用と便益を完全にかつ現実的に算定したか

代替案代替案
とのとの

比較考量比較考量

規制の代替案の検討（大統領令
12866第1条（b）（3））

規制の代替案の特定、評価（大統
領令12866第1条（b）（8））

1 RIAプロセスはうまく管理されていたか?
RIAは様々なオプションを検討したか?
規制以外の代替案が検討されたか?

3 費用と便益を完全にかつ現実的に算定したか?
すべてのオプション案の費用と便益を考慮し
たか?

基準への適合性

たか?

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ
意見聴取機会・パブリックコメン
ト期間の確保（大統領令12866
第6条（a）（1））

2 コンサルテーションは有効であったか?
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• 米国/OIRA・英国/NAO・EU/IABの個別審査で指摘されている内容/ / /
を性質別に整理すると概ね以下のポイントに集約。

【A】規制の目的

＜A1＞ “誰の”“どのような”問題に対処するのかが不明確【問題の所

規制の事前評価の実施に
関するガイドライン＜A1＞ 誰の どのような 問題に対処するのかが不明確【問題の所

在】

＜A2＞ “対象者”や“問題”に関するデータ不足 【問題の程
度】

＜A3＞ “どのように”問題に対処するのかが不明確 【問題への対

関する イ ライ

3（1）規制の目的、内容
及び必要性

＜A3＞ どのように 問題に対処するのかが不明確 【問題への対
処】

【B】費用・便益の分析

＜B1＞ 想定される費用・便益の『要素』が網羅・列挙されていない

3（2）費用及び便益の分析
3（3）費用と便益の関係の分析

＜B2＞ 費用・便益の『定量化・金銭価値化』が不十分

＜B3＞ 費用・便益の『分析結果の信頼性』を高めるべき

＜B4＞ 費用・便益の『分析結果のわかりやすさ』を高めるべき

【C】代替案との比較考量

＜C1＞ “現状維持”ケースが考慮・設定されていない 【ベースライ
ン】

が

3（4）代替案との比較

＜C2＞ 代替案が考慮・分析されていない

＜C3＞ 他に想定されうる“新たな代替案”を検討すべき

＜C4＞ 代替案間で“予見を持たない分析”を検討すべき

【D】コンサルテ シ ン
6 評価書等の公表の時点等
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【D】コンサルテーション

＜D1＞ コンサルテーションが実施されていない

＜D2＞ コンサルテーション結果が評価書に「記載」されていない

＜D3＞ コンサルテ シ ン結果が評価書に「反映」されていない



• ちなみに、EUの政策分析シンクタンクCEPS報告では、RIAの分析
の適切性を97項目からなるスコアカードで分析。

「スコアカード」の評価項目 2003 2004 2005 
＜費用の分析＞    
「費用」要素の提示・言及 66.7 74.1 81.8 
「費用」の定量化  （一部のみのものを含む） 42.9 40.7 36.4 
「費用」の金銭価値化（一部のみのものを含む） 42.9 40.7 36.4 
「費用」の金銭価値化（全て、もしくはほぼ全て） 28.6 33.3 18.2 
 総「費用」額の最良推計値（best estimate）の提示 19.0 22.2 13.6 
 総「費用」額の「幅」の提示 ＜感度分析＞ 14.3 14.8 9.1 
＜便益の分析＞    
「便益」要素の提示・言及 95.2 100.0 90.9 
「便益」の定量化  （一部のみのものを含む） 57.1 33.3 22.7 
「便益」の金銭価値化（一部のみのものを含む） 47 6 22 2 18 2 「便益」の金銭価値化（ 部のみのものを含む） 47.6 22.2 18.2 
「便益」の金銭価値化（全て、もしくはほぼ全て） 23.8 14.8 4.5 
 総「便益」額の最良推計値（best estimate）の提示 19.0 14.8 4.5 
 総「便益」額の「幅」の提示 ＜感度分析＞ 4.8 3.7 0.0 
＜純便益の提示・評価結果＞    
「純便益」額の算定 28.6 18.5 4.5 
「純便益」額の最良推計値（best estimate）の提示 23.8 14.8 0.0 
「純便益」額の「幅」の提示  ＜感度分析＞ 4.8 3.7 4.5 
＜代替案の検討＞    
 少なくとも 1 以上の「代替案」を検討 81.0 92.6 77.3 
「代替案」の定量化＜費用＞ 23.8 22.2 4.5 
「代替案」の定量化＜便益＞ 33.3 11.1 0.0 
＜コンサルテーション＞    
「コンサルテーション」結果の報告 100.0 100.0 81.8 
「コンサルテーション」結果を活用した変更 52 4 55 6 45 5 
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Andrea Renda, “Impact Assessment in the EU –The State of the Art and the Art of the Sate-,” Center for 
European Policy Studies (2006)より作成

「コンサルテーション」結果を活用した変更 52.4 55.6 45.5 

 



55．質．質 疑疑
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